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（様式３－１）

令和　2年 9月 29日

1 事業プラン名称

2 対象電圧区分 従量電灯 低圧 高圧 特別高圧

3 支払方法 口座引落し クレジット その他 ( )

4 契約条件

⑴ 電力契約 事業者指定( )

契約者が選択可能（現契約の継続含む。）

⑵ 契約期間　　　　 ( 10 )年

補足事項(あれば)(

⑶ 契約満了前の解約条件

⑷ 契約満了後の所有権 契約者に譲渡 再契約 廃棄 事業者引取り

⑸ 事業者による撤去費用の積立て あり なし

⑹ 階層・高さによる制限 ( )階未満 ( 10 )ｍ未満 なし

⑺ 屋根方位（設置不可） 東 西 南 北

⑻ 築年数による制限 ( )年以内

⑼ 契約者の年齢条件 満( )歳未満 なし

⑽ 太陽光発電設備設置容量目安（下限） ( )kW～ 屋根面積(換算)( )m2

⑾ 定期点検 頻度( )年 (　　 )回 費用負担 点検実施者 契約者

点検対象 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ その他 ( )

その他詳細（ )

⑿ モニタリング 常時 定期的 なし 方法( ）

⒀ 付帯設備の設置

・ 蓄電池設備の後付けでの設置 可 条件( ) 不可

・ エネファームの併用 可 条件( ) 不可
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30分毎に太陽光発電量測定機器にて測定

1.下記の場合、次項に定める条件をもとに解約する事ができます。
本契約の解約を希望する日から起算して１か月前までに当社にその旨を通知するものとし、当社とお客様
との本契約は、別途合意した日をもって解約されます。
（1）本契約の解約を希望される場合
（2）本件建物の所有権、賃借権または使用借権その他の利用権限の全部もしくは
　　一部を第三者に譲渡または贈与（以下「譲渡等」といいます。）をする場合
 (3)本件建物の全部または本件物件を含む一部について、相続が生じた場合

2.前項の解約を行うにあたって、お客様が該当する次の条件をもとに行うものとします。
（1）解約希望日が、契約開始日から５年未満の場合
　　お客様は、本件発電設備の買取金額での買取または本件発電設備の撤去費用の負担をすることとしま
す。
（2）解約希望日が、契約開始日から５年以上経過している場合
　　本件発電設備の撤去費用は当社が負担致します。ご希望の場合は、本件発電設備を買取金額で買取る
ことも可能です。

事業プラン登録事項（電力販売）

サンサンひるとくプラン

　「電力販売」に当たるプランの登録事項を以下に記入してください（「電力販売」と「リース」は用紙が異
なります。）。
　契約形態や電圧区分等により，複数のプランがある場合は，本様式を必要枚数複写し，事業プランごとに内
容を記載してください。

契約成立日は電力の供給開始日とし、契約終了日は太陽光供給の
開始日から起算して10年目の応当日とします。
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弊社の発電量管理システムにおいて、著しい発電量の低下がみられたとき
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・ オール電化施設への設置 可 条件( ) 不可

・ EV・PHVの併用 可 条件( ) 不可

・ 太陽光パネルの追加・増設 可 条件( ) 不可

⒁ 余剰電力の取扱い 売電 抑制 その他 ( )

⒂ 故障時の対応

⒃ 登録プラン契約に際して別途購入・契約，上記以外の条件等，契約者負担となるものや制限 

5 電力料金（複数の試算条件での目安料金の記載：設置容量，業種や電力使用パターン等）

【故障時，事故・雨漏り等への対応】
故障時は設置後10年間は、弊社負担でご対応いたします。
雨漏りなどは太陽光設置が起因となる場合のみ、弊社負担でご対応いたします。

・お客様所有の固定ルーターを使用いたします。

オール電化プランのみ
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6 保証

7 他社にない強み

8 検討に際する留意事項・お願い

9 施工事業者

事業者名

所在地　

担当部署 連絡先

10 事業プランに関する問合せ先

事業者名

所在地　

担当部署 連絡先

受付時間

*施工実績等で紹介できる事例等があれば，別紙として添付してください（A4 1～2枚程度）。

**登録した事業プランの名称等は京都市のHP等で公表されます。

対象 保証内容

パネル出力保証
25年間の出力保証

9:00～18:00

火災、落雷、台風、豪雪などの災害に対する補償

・日中は弊社の太陽光が発電する電気を特別価格でご購入することができ、電気代の削減が見込まれます。
・太陽光が午前8時までに発電した電気を無料で還元いたします。

太陽光発電システム保証

施工保証

架台製品保証

災害補償

URL https://www.japaden.jp/leasing/

アンフィニ株式会社

大阪市大阪府浪速区湊町１丁目４番３８号

新電力事業部 06-6631-3305

・10年間は弊社所有の発電システムとさせていただきます。
・オール電化プランをご契約のお客様のみ対象とさせていただきます。

10年間の保証

施工委託業者の加入保険に準じる

10年間の保証

https://www.japaden.jp/leasing/
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